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 本年６月にホームページへ掲載しました安芸高田市の「仕事目標」に対する上半期の進捗状況を、次のとおり公表します。 

担当部署名 事務事業名 事業概要 目 標 上半期進捗状況 

総
務
部 

危機管理室 

1. 

防犯灯ＬＥＤ化 

促 進 事 業 

市内の防犯灯（地元管理及

び市管理）について、消費電

力削減や器具の耐久力向上

の観点からＬＥＤ化を促進

します。 

平成 23 年度末で、ＬＥＤ移行率を市管理分に

ついては 80％以上、地元管理分については

60％以上にします。 

（平成 23 年 9 月末現在） 

・市管理分………80％（392 基/491 基） 

・地元管理分……65％（1750 基/2670 基） 

※地元管理分については交付決定済基数 

企
画
振
興
部 

政策企画課 

2. 

ＪＦＡサッカー 

ア カ デ ミ ー 

調 査 研 究 事 業 

「ＪＦＡサッカーアカデ

ミー」の本市への招致につい

て調査研究を行います。 

平成 23 年 7 月末までに招致の可否にかかる

方針を決定します。 

誘致の方針が決定された場合は、誘致に向けた

具体的計画を年度内に立案します。 

引き続き、日本サッカー協会、県サッカー協会、サンフレ

ッチェ広島と協議を深めながら、一方では、広島県に対する

財政的な支援及び広島県教育委員会に対する教育支援につ

いて協議・要請を行うこととし、誘致の可否はこれらの進捗

状況を踏まえ決定することとしました。  

3. 

葬斎場整備事業 

葬斎場整備にかかる基本

設計・実施設計を策定すると

ともに、敷地造成工事を実施

し建築本体工事に着手しま

す。 

平成 23 年造成工事着手までに地域振興策に

ついて地元との合意を目指します。 

平成 23 年 6 月末までに既存施設を解体しま

す。 

平成 24 年 2 月末までに造成工事を完了しま

す。また、同年 1 月末まで実施設計を完了し、

年度内には本体工事に着手します。 

施設整備及び地域振興策について、関係する周辺 3 地域の

合意を得ました。 

6 月末までに既存施設（旧吉田環境センター）の解体工事

を完了しました。 

8 月に造成工事に着手し、9 月末までに敷地の立木伐採・

伐開作業を終了しました。 

基本設計については、6 月に設計業者を選定し、8 月から

基本設計検討委員会を開催し、現在議論を重ねています。 

4. 

生涯学習センタ 

ー 整 備 事 業 

向原町の生涯学習・文化活

動の拠点を確保するため、生

涯学習センターの基本設

計・実施設計を策定します。 

平成23年10月までに用地取得に関する事業

認定を取得します。また、11 月までに基本設計

を、平成 24 年 2 月までに実施設計を完了しま

す。 

用地取得業務遂行中です。 

基本設計については、7 月に設計業者を選定し契約締結す

るとともに、8 月から基本設計検討委員会を開催し、現在議

論を重ねています。 

5. 

土 師 ダ ム 周 辺 

整 備 事 業 

老朽化した八千代サイク

リングターミナルの新築整

備にむけた基本設計・実施設

計を策定するとともに周辺

整備等に着手します。 

土師ダム周辺整備事業については、平成 24 年

1 月末までに基本設計及び実施設計を完了しま

す。 

グラウンドゴルフ協会認定コースは、11 月ま

でに工事を完了します。 

サイクリングターミナルの建替えにかかる基本設計を策

定するため、8 月に設計業者を選定するとともに、9 月から

基本設計検討委員会を開催し、現在議論を重ねています。 

グラウンドゴルフ協会認定コースは、協会と連携してコー

ス設定を検討し、設計業務を行っています。 

6. 

未 来 創 造 事 業 

地域の魅力である「毛利元

就」と「神楽」をテーマに観

光交流事業を展開し、雇用の

創出、そして定住人口の増加

を目指す諸事業を実施しま

す。 

未来創造計画実施計画を、平成 23 年 9 月ま

でに策定します。 

関係団体及び庁内関係部局により実施体制を

構築し、諸活動に取り組みます。 

7 月に関係団体による未来創造事業実行委員会を組織し、

具体的な取り組みについて関係者相互に情報共有を図りな

がら取り組んでいます。 

一環として計画した｢第一回高校生の神楽甲子園ひろしま

安芸高田｣を 7 月末に開催しました。（出演校 5 校、来場者

数約 1,200 名） 

未来創造事業実施計画を 8 月までに策定し、現在、広島県

と協議・調整中です。 

情報政策課 

7. 

光ネットワーク 

整 備 事 業 

光通信を利用したブロー

ドバンド環境の整備に向け

た基本計画の策定及び実施

設計等に着手します。 

平成 23 年 7 月までに実施設計に着手します。 

平成23年10月から電柱等共架申請を開始し

ます。 

平成 23 年 12 月までに施工業者を選定しま

す。 

9月補正予算に整備事業費の一部を計上し予算を前倒しし

て整備を推進することとしました。 

現在、伝送路調査及び実施設計に着手しています。今後、

電柱等共架申請を開始するとともに、実施設計等が完成し、

国の補助金交付決定以降、施工業者を選定します。 

市
民
部 

市民生活課 

8. 

結 婚 サ ポ ー ト 

事 業 

市内の尐子化の一因とさ

れる未婚の甴女の増加に歯

止めをかけるため、結婚相談

員及び結婚コーディネータ

ーによる結婚の支援並びに

結婚を希望する甴女の出会

いの機会の創出を促進しま

す。 

カップリング交流イベントや結婚希望者モテ

講座等を開催することにより、結婚成立カップル

３組以上を目指します。 

1 組が成婚し市内に在住です。現在は、3 組のカップルが

順調にお付き合いをされています。 

5 月 15 日（日）カップリング交流イベント“土師ダム湖

畔のふじをみる集い”を開催し、甴性 29 名、女性 19 名が

参加されました。 

9. 

環 境 対 策 事 業 

地球温暖化の防止、環境保

全意識の高揚及び住民のリ

サイクル意識の向上を図る

ため、環境対策事業補助金を

交付し事業の推進を図りま

す。 

住宅用太陽光発電システムの設置数を 50 件

以上とします。 

資源ごみの回収量を 854ｔ以上とします。 

（住宅用太陽光発電システム） 

6 月 17 日当初予算分に達し（51 件申請）、9 月議会で

50 件分予算を追加しました。 

（資源ごみ） 

・回収量…378,855 ㎏（内訳：古紙 333,840 ㎏、アルミ

缶 22,273 ㎏、スチール缶 11,878 ㎏、ペットボトル

10,864 ㎏） 

・回収団体…133 団体（内新規団体数 11 団体） 

人権多文化 

共生推進室 

10. 

多文化共生推進 

事 業 

在住外国人が地域の構成

員として共に生活していく

ため、推進プランの策定やリ

レー講座の開催、多文化共生

交流事業の支援などを実施

します。 

安芸高田市多文化共生推進会議を設立し、平成

24 年度中に「安芸高田市多文化共生プラン」策

定に向け準備を進めます。 

さらに、安芸高田市工業会と連携し、市内在住

外国人労働者の生活・居住環境の改善を図るた

め、地域住民との交流や外国人同士の交流を促進

します。 

また、市内在住外国人の生活をサポートするた

め、「くらしの便利帳（外国語版）」の発行及び語

学（方言）研修を実施します。 

市内の地域住民と外国籍市民の交流を促進する多文化共

生推進事業補助金を 7 月から開始し申請が 3 件ありました。 

外国籍市民の暮らしをサポートする「くらしの便利帳」の

原案を作成しました。業務委託契約の締結を 11 月中に行い

ます。 

9 月から週一日の勤務でポルトガル語通訳員を雇用し、8

件の相談があり、3 件の翻訳業務がありました。 

安芸高田市多文化共生推進員を 10 月から雇用し、安芸高

田市工業会と連携しながら安芸高田市多文化共生推進会議

の設立に向けて準備を進めます。 

11. 

甴 女 共 同 参 画 

事 業 

甴女共同参画社会の実現

に向けて各種啓発事業の実

施並びに市内事業所を対象

に甴女共同参画に対する浸

透状況を調査します。 

平成23年11月までに安芸高田市内の事業所

を対象に甴女共同参画の浸透状況を調査し取り

組みの実態や課題を整理するとともに、今後の甴

女共同参画の施策推進の検討材料とします。 

特に、甴女共同参画市民啓発については“子育

て”をとおして甴女共同参画について考えていく

ことをテーマとして掲げ、取り組みを進めていき

ます。 

11月に甴女共同参画事業所アンケートを実施

します。 

平成 24 年 2 月 18 日に甴女共同参画講演会

を開催し、「イクメンが語る、パパの子育て術」

（仮）と題し、フジテレビアナウンサー笠井信輔

さんの講演を行う予定です。 

平成 23 年8 月に甴女共同参画推進審議会委員を 13 名選

任しました。10 月下旬に、甴女共同参画推進審議会を開催

します。また、10 月に甴女共同参画年次報告の取り組みを

行います。 

平成 23 年 5 月から 9 月までに甴女共同参画リレー講座

を 4 町で実施し、485 名の参加がありました。 
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担当部署名 事務事業名 事業概要 目 標 上半期進捗状況 

福
祉
保
健
部 

高 齢 者 

福 祉 課 

12. 

市民総ヘルパー 

推 進 事 業 

地域の共助を原動力とし

て、市民に広く介護技術、介

護知識の普及を図り、地域全

体での介護力の向上を図り

ます。 

養成講座を開催し、150 名の生活・介護サポ

ーターを養成します。 

広島県立大学の受託研究事業として、平成 24

年 2 月末までに構想を具現化します。 

「お太助ポイント銀行」について、創設の可否

を決定します。 

第 5 期養成講座を開催し、65 名の養成を修了しました。

（これまでの修了者は、合計で 352 名） 

現在、第 6 期養成講座を開講中です。 

産
業
振
興
部 

農林水産課 

13. 

ほ 場 整 備 事 業 

甲田町深瀬地区、吉田町桂

地区、甲田町下甲立地区のほ

場整備事業を推進します。 

平成 23 年度末までに各地区次の面積を区画

整理します。 

・甲田町深瀬地区 …22.0ha 

・吉田町桂地区  …10.5ha 

・甲田町下甲立地区…06.5ha 

・甲田町深瀬地区……1.4ha を発注（22.0ha） 

・吉田町桂地区………5.2ha を発注（12.8ha） 

・甲田町下甲立地区…8.7ha を発注（0ha） 

（）内は 23 年度末整備済み面積 

14. 

林 道 整 備 事 業 

林道入江戸島線の新設工

事を推進します。 

平成 23 年 5 月までに実施設計書を作成し、

10月までに改良区間の一部について工事に着手

します。 

9 月 5 日に改良区間の一部（L=400ｍ）の工事を発注し

ました。 

地域営農課 

15. 

有 害 鳥 獣 対 策 

事 業 

農産物を有害鳥獣の被害

から守るため、集落単位等で

の防護柵設置や有害鳥獣捕

獲班による捕獲等を行いま

す。 

集落単位等広域での防護柵設置により、農作物

被害の縮減を目指します。 

ジビエ（狩猟による鳥獣肉）の活用について、

捕獲から解体、処理、加工、販売等幅広く調査研

究を行います。 

平成 23 年度、第 1 種狩猟免許取得助成対象

者を 4 名以上とします。 

国費対象9地区及び単市対象20地区での防護柵設置事業

を実施しました。 

ジビエ活用について、有害鳥獣捕獲班等関係団体との協

議、また処理施設の整備に着手しました。 

16. 

地 産 地 消 推 進 

事 業 

地産地消行動計画実施計画

に基づき、特産品の開発及び

販路拡大を行うとともに、給

食センターの地場産品使用

率並びに地産地消率の向上

を目指します。 

平成 23 年 6 月までに地産地消行動計画実施

計画を策定します。 

給食センターの地場産野菜の使用率について、

当面 10％（重量ベース）を目指します。 

「三矢ブランド」を 3 品目から 4 品目へ、「あ

きたかたのたからブランド」を 43 品目から 50

品目へ増加を目指します。 

地産地消行動計画の製本及び議会等への説明を行いまし

た。 

給食センターへの地場産野菜の供給については、9 月末現

在で 21.9％。 

「あきたかたのたからブランド」の追加認証を行い、72

品目となりました。 

17. 

ふるさと応援の 

会 推 進 事 業 

「ふるさと応援の会」を設

立し安芸高田市の活性化を

図ります。 

会員数 1,000 名を目標に組織体制を構築し、

設立総会を 8 月に開催します。 

8 月 7 日に設立総会を開催し、9 月 17 日にはサンフレッ

チェ応援ツアーに参加しました。 

会員数は 9 月末時点で 1,291 名。 

商工観光課 

18. 

企 業 立 地 推 進 

事 業 

企業立地奨励金交付制度

を活用した企業誘致を推進

します。 

企業立地奨励金を 2 件の企業立地奨励事業者

に対し交付します。 

企業立地奨励事業者として新規に 1 件認定し

ます。 

用地取得を含め企業側のニーズを把握します。 

企業立地奨励金を 2 件交付し、新規に 1 件の奨励事業者

を指定しました。 

また企業立地奨励事業対象予定者（1 社）との立地に向け

た協議を行っています。 

建
設
部 

住宅政策課 

19. 

子育て・婚活支 

援住宅整備事業 

子育て・婚活支援団地とし

て、市営向ヶ丘団地跡地を利

用し分譲団地の整備を行い

ます。 

分譲団地の整備後、8 区画を分譲します。 
向ヶ丘分譲団地整備に係る測量・設計業務を行い、8 区画

から 10 区画の分譲ができるよう区画変更しました。 

建 設 課 

20. 

東広島高田道路 

推 進 事 業 

・用地補償 

（吉田側）用地…7 筆、建物

…2 戸 

（正力側）用地…63 筆、建

物…3 戸 

・工事 

 吉田側坑口付近トンネル

工、橋梁工 

地域高規格道路東広島高田道路の早期の完成

を目指し、広島県と連携を密にして着実に事業を

推進します。 

正力側の用地補償について、用地 48 筆、建物 2 戸と契約

締結しました。 

吉田側の工事について、トンネル坑口付近 L=103ｍ区間

の工事が発注されました。（土工、橋台工等） 

21. 

国道・県道整備 

促 進 事 業 

（国道 54 号可部バイパス） 

・用地補償 

 土地収用 2 件事業認定手

続き、用地買収 100 ㎡ 

・工事 

 山倉川橋梁下部工事、専隆

寺川橋下部工事、三入外改

良工事 

（一般県道原田吉田線） 

・用地補償 

 用地測量、一部用地取得 

一般県道原田吉田線の改良事業については、広

島県と連携を密にして着実に事業を推進します。

また、可部バイパス事業促進のため要望活動を継

続的に行います。 

国道 54 号可部バイパスについて、用地の事業認定は、認

定庁と調整中。また、工事については、繰越工事の他、山倉

川橋梁の下部工事が発注されました。 

一般県道原田吉田線については、用地測量、地質調査を実

施し、用地計画図が作成されました。 

上下水道課 
22. 

下水道整備事業 

下水道全体計画の見直し

により、下水道整備から市設

置型の合併処理浄化槽整備

へ移行します。 

市全体の下水道の普及を図り、水洗化率

58.6％以上を目指します。 

下水道整備から市設置型合併処理浄化槽整備へ移行する

ため、県と下水道事業の変更（事業の縮小）認可申請の事前

協議中です。変更認可を取得後、市設置型合併処理浄化槽で

整備する予定です。 

教
育
委
員
会
事
務
局 

教育総務課 

23. 

学校耐震化推進 

事 業 

小中学校施設の耐震補強

工事並びに小中学校施設の

耐震第 2 次診断業務を推進

します。 

平成 23 年度末で、小中学校施設の耐震化率を

70％以上にします。 

・小中学校施設の耐震補強工事（実施設計、補強・

改修工事等）…甲立小学校屋体、向原小学校屋

体、甲田中学校校舎、八千代中学校屋体、向原

中学校屋体 

平成 23 年度末で、小中学校に係る耐震第 2 次

診断を完了します。 

・小中学校施設の耐震第２次診断業務…小田小学

校校舎・屋体、小田東小学校校舎・屋体、刈田

小学校屋体、美土里中学校金工室、吉田中学校

柔剣道場、甲田中学校柔剣道場 

平成 22 年度から繰越事業の耐震補強工事については、吉

田中学校屋体・向原小学校校舎・吉田小学校新校舎の工事発

注をしました。 

平成 23 年度の小中学校施設の耐震補強工事、甲田中学校

校舎・向原小学校屋体・八千代中学校屋体・向原中学校屋体・

甲立小学校屋体については、実施設計業務を業務委託しまし

た。 

小中学校施設の耐震 2 次診断業務は、小田小学校校舎・屋

体、小田東小学校校舎・屋体、刈田小学校屋体、美土里中学

校金工室、吉田中学校柔剣道場、甲田中学校柔剣道場は、業

務委託しました。 

24. 

学校規模適正化 

事 業 

市の推進組織を組織し、関

係部局と協議・調整を行った

うえで保護者説明会・地元説

明会を実施します。 

平成 23 年度末で、市内全ての単位ＰＴＡと地

域への説明会を完了します。 

市ＰＴＡ連合会総会（5 月 7 日）での説明会を皮切りに、

市内小学校の単位ＰＴＡ保護者会を対象に推進計画の説明

会を実施しました。（12 校/13 校中：進捗率 92.3％） 

生涯学習課 

25. 

甲 立 古 墳 調 査 

事 業 

国・県の史跡指定に向け、

古墳の試掘調査を継続実施

します。 

平成 23 年 11 月までに確認調査を完了し、現

地説明会を開催します。 

平成 23 年 7 月末までに遊歩道整備を完了し

ます。 

 甲立古墳発掘調査指導委員会を 8 月 10 日に開催し、9 月

12 日から現地において古墳の確認調査を実施しています。 

 遊歩道整備工事については、7 月 8 日に工事を完了しまし

た。 

※本年６月にホームページへ掲載しています安芸高田市の「仕事目標」のうち、「26.文化センター等運営事業」は省略しています。 


